


こ ど も 医 療 費ここ どど もも 医医 療療 費費
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��� このほかのQ&Aについては、市ホームページで掲載しています。���

【資格登録・受給資格証】
お子さんの出生、転入手続き後、子育て支援課等各窓口で
登録申請手続きを行ってください。

受給申請者は父か母のうち、主な生計の維持者となります。

ひとり親家庭等医療費制度が優先されます。手続きは、子
育て支援課に確認してください。

受給資格証と変更後の健康保険証を用意し、子育て支援課
等各窓口で内容変更手続きを行ってください。

再交付できます。お子さんの健康保険証を用意し、子育て
支援課等各窓口で再交付申請手続きをしてください。

お子さんの住民票の転出届と併せて、資
格消滅手続きをし、受給資格証を返還し
てください（転出届を郵送で行われる場
合は別途相談ください）。

【受診】
受診する地域、内容等により次のとおりとなります。受診
の際は、受給資格証と健康保険証を提示してください。

※【窓口負担した場合の請求方法】
こども医療費支給申請書に必要
事項を記入し、領収書の原本を添
付のうえ、子育て支援課等各窓口
へ提出後、医療費を指定口座に振
り込みます（高額療養費、附加給
付金、保険外診療費等を除く）。

【医療費支給】
申請は、子育て支援課等各窓口で受診月の翌月から１５日
（土・日曜日、祝日に該当する場合はその翌日）まで受け
付けします。
受診月の翌月の１５日を過ぎた場合でも、以降随時受け付け
ますが、最終期限は医療機関での支払日の翌月から５年と
なります。
例：支払日 平成２２年１月１８日
期 限 平成２７年１月３１日

支払いは、受診月の翌月の１５日までに申請の場合、受診月
の翌々月１５日（土・日曜日、祝日に該当する場合はその前
日）に登録の口座に振り込みます。

支 給 方 法

窓口負担なし

窓口負担あり※

受 診 内 容

通院費（２１，０００円未満）

入院費

通院費

入院費

AA１１

AA２２

AA３３

AA４４

AA５５

AA６６

AA７７

AA８８

受給資格証はどうしたらもらえ
ますか。

受給資格登録の際、申請者は父
と母のどちらでもよいですか。

ひとり親家庭ですが、受給資格
登録はどうなりますか。

加入保険、住所が変更になった
際、手続きは必要ですか。

受給資格証を紛失・汚損した場
合には再交付できますか。

ほかの市町村へ転出する際、
手続きは必要ですか。

病院等にかかるときはどうした
らよいですか。

医療費の申請期限、支払いはど
のようになっていますか。

受 診 地 域

朝霞地区４市内
（朝霞・志木・和光・新座）

朝霞地区４市外

QQ１１

QQ２２

QQ３３

QQ４４

QQ５５

QQ６６

QQ７７

QQ８８
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